
＜使用上の注意事項の変更・追加＞
(3)を以下のとおり追加し、以降を繰り下げる。

(3) メロンに使用する場合、交配2～3日前から交配2週間後までの幼果の時期には、薬害を生じるおそれがある
　　 ので、この時期の散布はさけること。また、若葉への散布や高温時の散布では、薬害を生じることがあるので
     注意すること。

        （該当作物のみ記載。）

≪石原の農薬登録情報≫

（平成30年10月24日付）

（下線部が変更点）

石原ラミック顆粒水和剤

（イミノクタジンアルベシル酸塩・ピリオフェノン水和剤）

登録番号：第23649号

適用拡大の概要

<作物名の追加>

作物名「メロン」を追加する。

<適用病害虫名の追加>

作物名「きゅうり」に、適用病害虫名「褐斑病」を追加する。

メロン
うどんこ病
つる枯病

5回以内

きゅうり
うどんこ病

灰色かび病
褐斑病

7回以内

1000倍
100～300L

/10a
散布

ﾋﾟﾘｵﾌｪﾉﾝを
含む農薬の
総使用回数

使用方法
ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝを
含む農薬の
総使用回数

本剤の
使用回数

収穫前日
まで

3回以内 3回以内

作物名
適用病害虫

名
希釈倍数 使用液量 使用時期


